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食品中に残留する農薬等の
ポジティブリスト制度

（参考資料）

2

食品衛生法第１１条第３項

農薬（農薬取締法（昭和二十三年法律第八十二号）第一
条の二第一項に規定する農薬をいう。次条において同じ。）、
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和二十
八年法律第三十五号）第二条第三項の規定に基づく農林水産
省令で定める用途に供することを目的として飼料（同条第二
項に規定する飼料をいう）に添加、混和、浸潤その他の方法
によつて用いられる物及び薬事法第二条第一項に規定する医
薬品であつて動物のために使用されることが目的とされてい
るものの成分である物質（その物質が化学的に変化して生成
した物質を含み、人の健康を損なうおそれのないことが明ら
かであるものとして厚生労働大臣が定める物質を除く。）が、
人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事
・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて残留する
食品は、これを販売の用に供するために製造し、輸入し、加
工し、使用し、調理し、保存し、又は販売してはならない。

ただし、当該物質の当該食品に残留する量の限度について
第一項の食品の成分に係る規格が定められている場合につい
ては、この限りでない。
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いわゆる一律基準
（厚生労働省告示第４９７号）
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一律基準について

国内外で使用される農薬

・使用に先立ち、毒性などの評価の実施

・使用対象作物や使用量などの制限

・使用方法や食品に残留する限度（残留基準）を設定

一律基準が適用される場合

・残留基準が設定されていない農薬等が農作物等に残留

・一部の農作物等には残留基準が設定されている農薬等が、
残留基準が設定されていない農作物等に残留
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一律基準設定の考え方

許容量の検討

・国際的な評価に基づく「許容される暴露量」
- ＪＥＣＦＡによる香料の評価
- 米国ＦＤＡによる間接添加物の評価

・国内又はＪＭＰＲ若しくはＪＥＣＦＡでこれまで
評価されたＡＤＩ
→ 許容量の目安として1.5㎍/dayを用いることが妥当

暴露評価の検討

国民の摂取量を踏まえ、一律基準によって規制される
農薬等の摂取量が1.5㎍/dayを超えることがないよう、
一律基準として0.01ppmを定めることとする。
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いわゆる対象外物質
（厚生労働省告示第４９８号）
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○ 対象外物質として６５物質を選定

・農薬等及びそれらが化学的に変化したもので、

ある程度残留したとしても、人の健康を損なう
おそれのないことが明らかなもの。

・農薬取締法での特定農薬など。

・海外で残留基準を設定する必要がないとされた

もので、使用方法に制限のないもの。

ポジティブリスト制度の対象外物質
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主な対象外物質

• アスタキサンチン

• 重曹

• アスパラギン

• チロシン

• カルシウム

• マグネシウム

• シイタケ菌糸体抽出物

• オレイン酸

• レシチン

※ 特定農薬のうち、天敵農薬、微生物農薬などは、栽
培段階で使用され、残留しないと考えられることから、
対象外物質とはしない。
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いわゆる暫定基準 等
（厚生労働省告示第４９９号）
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暫定基準を策定した農薬等

（用途別内訳）

• 農薬 ５１６

• 動物用医薬品 １９２

• 飼料添加物 ３

• 農薬 / 動物用医薬品 ３１

• 動物用医薬品 / 飼料添加物 １５

• 農薬 / 飼料添加物 １
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抗生物質と抗菌性物質
（一般規則の１）

○ 抗生物質 → 食品には含有してはならない

○ 抗菌性物質

（従前）食肉・食鳥卵・魚介類に含有してはならない

食品には含有してはならない
（ただし、規制対象となる抗菌性物質は従前のとおり）
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「不検出」とする農薬等
（一般規則の５）

１５農薬等及び分析法を規定

- 遺伝毒性を有する発がん性物質であるなど、
閾値が設定できない農薬等

- 国際機関でＡＤＩが設定できないと評価され
ている農薬等（食品健康影響評価を優先的に
依頼するものを除く。）
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現行基準のある農薬等
（一般規則の６）

原則、現行基準は改正しない

- 食品分類の見直し

チンゲンサイ、にら、たけのこ

スパイスおよびハーブ

- 新設の規格との整合性

ジクロルボス、ナレド等

- 農薬等の名称の整理 等

14

新たに残留基準を新設した農薬等
（一般規則の７）

○ いわゆる暫定基準

今後、内閣府食品安全委員会に健康影響評価

を依頼。

○ 一般規則の６と同様の意義、同様の運用。
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自然に含まれる物質に関する規定
（一般規則の８）

農薬等の成分が食品に自然に含まれる物質と同一であるとき

自然由来でかつ自然に残留する量の程度で残留する場合

一律基準は適用しない

＊適用については個別判断
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適用の経過期間（1）

○ 平成18年5月29日から適用。

○ 一律基準告示及び残留基準等告示の
適用にあたっては、平成18年5月28日
までに製造され、又は加工された食品
については、なお従前の例によること
ができる。
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適用の経過期間（2）

○ 「製造され、又は加工された食品」とは、
原材料から食品として販売に供する最終の形
態となるまでの一連の工程を全て経たもので
あり、農作物等の生鮮食品は除かれること。

○ 食品を容器に入れたり、又は包装したりす
ること（パッケージング）も製造・加工の一
工程とすること。
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適用の経過期間（3）
○ 国内加工食品：

製造・加工された時点が平成18年5月29日以前か以

後かで判断。

＊ 製造・加工された時点とは、食品が食品として

販売に供する形態になった時点をいい、基本的に

は、食品に一定の包装等が施された時点。

○ 国外加工食品：

国内加工食品と同様の扱い。

輸入された時点は問題としない。



10

19

適用の経過期間（まとめ）

• 生鮮食品：経過措置の適用の対象とはしない。

平成18年5月29日以降に流通する生鮮食品 に
ついては、新たな制度による基準等を適用。

• 加工食品：国内外を問わず、当該食品が食品
として一般消費者への販売に供する形態に
なった時点をみて経過措置の適用を決定。

加工食品を原材料として食品を製造等をす
る場合、最終的に製造等が終了し一般消費者
への販売に供する形態になった時点をみて経
過措置の適用を判断。
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食品安全委員会への
食品健康影響評価依頼計画

○ いわゆる一律基準、対象外物質

○ いわゆる暫定基準を設定した農薬等

評価依頼は、「優先物質」とそれ以外のものに分けて
計画的に行う。

＊「優先物質」

・JMPR等でADIが設定できないとされたもの。

・マーケットバスケット調査の結果、摂取量が比較的

多いと推定されるもの。など
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法第11条第3項の適用範囲について（1）

＜農薬等の範囲＞

• 原則として農薬等としての使用が認められる物質でない
限り、必ずしも規制の対象とはならない。

• 残留基準が設定されている農薬等が、食品の製造等の過
程で農薬用途以外の使用で残留した場合、農薬等として
の使用による残留と区別がつかないため、規制の対象と
なる。（設備の消毒等に用いた薬剤 等）

• 農薬として使用したか否かは、関係法規と社会通念等で
判断する。
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法第11条第3項の適用範囲について（2）

＜化学的に変化して生成する物質＞

法11条第3項
農薬等の成分が化学的に変化して生成した物

質も規制の対象。

ただし、化学的に変化する前の農薬等の成分
の毒性と、同一性・類似性を失っているものまで
は規制しない。
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既存通知の廃止

• 昭和45年7月21日付け環食化第53号「きゅうりの残留農薬について」
• 昭和45年10月1日付け環食化第79号「ばれいしょの残留農薬について」
• 昭和46年6月15日付け環乳第60号「牛乳中の有機塩素系農薬残留の暫定許容

基準について」
• 昭和55年10月30日付け環乳第58号「瀬戸内海で採捕されるイガイの取扱い

について」
• 昭和55年10月30日付け環乳第59号「イガイの取扱いについて」
• 昭和60年1月21日付け衛食第12号「輸入小麦等に係るＥＤＢ（二臭化エチレ

ン）の残留規制について」
• 昭和62年5月20日付け衛食第79号・衛化第30号「ＥＤＢ（二臭化エチレン）

くん蒸に係る暫定残留規制値の改正について」
• 昭和62年8月27日付け衛乳第42号「ＤＤＴ等の残留する輸入食肉の流通防止

について」
• 昭和63年1月27日付け衛食第15号・衛化第5号「ＥＤＢ（二臭化エチレン）

くん蒸に係る暫定残留規制値の改正について」
• 昭和63年9月30日付け衛食第185号・衛化第67号「ＥＤＢ（二臭化エチレン）

くん蒸に係る暫定残留規制値の改正について」
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内閣府食品安全委員会による調査審議
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ポジティブリスト制度の導入
に対する食品安全委員会の意見

食品安全基本法第２３条第１項第５号の規定に
基づく調査審議。平成１７年４月２８日、厚生
労働大臣に対し、意見の提出があった。

１ 暫定基準設定物質の再点検
２ 暫定基準リスク評価計画の策定
３ 対象外物質の指定根拠の明確化
４ 暫定基準に関する公定検査法の策定
５ リスクコミュニケーションの実施
６ 食品安全委員会への報告

26

今後の取組み

○ 一層の周知徹底

・意見交換会の開催

・関係業界団体等が開催する講習会等への参加

・Q&Aの作成・公表

・厚労省HPの充実

○ 分析法の整備を推進

○ 暫定基準等に係る健康影響評価の依頼
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ポジティブリスト制度に関する情報等

厚生労働省HPで提供

http://www.mhlw.go.jp/

→ 分野別（食品）

→ 食品安全情報

→ 分野別施策

→ 食品中の残留農薬等のページ


